
４ 障害福祉サービスに係る留意事項



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 家 庭 で                    

 

（回答欄） 

１．自分以外の家族あてに送付された郵便物や電子メール、携帯電話の履歴等を勝手 

に見ないようにしている。 

 

２．子どもの意見（進学、就職、結婚についてなど）を無視したり、「あの子とは遊ば 

ないようにしなさい」と子どもの交友関係を妨げたりせず、子どもの意見を尊重 

している。 

 

３．子どもを叱るとき、大声で怒鳴ったり、身体を叩いたりしないようにしている。 

 

４．「高齢者だから」という理由だけで、「もう年なんだからあまり外を出歩かないで」 

など、一方的に制限を加えたりせず、高齢者の意見を尊重している。 

 

５．「男の子なんだからしっかりしなさい」「女の子なんだからお手伝いしなさい」な 

ど、男はこうあるべき、女はこうあるべきと決めつけた発言をしないようにして 

いる。 

６．夫婦・恋人間において、喧嘩
け ん か

で手をあげたり、友達付き合いや電話を厳しく監視 

するなどしないようにしている。 

 

７．掃除、洗濯、食事のしたく・片付け、ゴミ出し等の家事や地域活動への参加など、 

性別・年齢に関係なく家族の一員として、協力している。 

 

 

 

 

普段、人権ということを意識することなく過ごしていると、私たちは知らず知らずのうちに誰かの人権

を侵害してしまっていることがあります。また、人権を侵害している側は、その行為が相手にとって深刻

な問題であると感じていない場合もあります。誰もが幸せに暮らすためには、人権という視点から普段の

生活を見ていくこと（点検と気づき）、そしてそのような意識を持ち続けることが大切です。 

 

次の各文を読んで、あなた自身の行動として「はい」か「いいえ」に○印をつけ、

普段の生活をもう一度見つめ直してみましょう。 

「該当しない」「そのような場面がない」などのときは、あなたがその場面に出会

ったときにどうするか考えてチェックしてみて下さい。 

はい・いいえ 

はい・いいえ 

はい・いいえ 

はい・いいえ 

はい・いいえ 

はい・いいえ 

はい・いいえ 
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 地域社会等で                                 

 

                                                                                  （回答欄） 

１．近所の人と会話するとき、他の家のプライバシーに関わること（勤め先や 

子どもの進学先など）は話題にしないようにしている。 

 

２．駅でお年寄りが階段の上り下りや切符の購入に困っているとき、また外国 

人がどの電車に乗ったらいいか分からず困っているときなど、積極的に声 

かけを行い、必要に応じて手助けをする。 

 

３．車いすを使っている人が建物の出入りなどで困っていたり、 

視覚障害のある人が横断歩道を渡れず困っていたら、「お手 

伝いしましょうか。」など声をかける。 

 

 

４．聴覚障害のある人や高齢者が駅の構内や電車内のアナウンスが聞こえず 

困っていたら、身振りや筆談などにより手助けをする。 

    

５．スーパーなどで駐車場が満車であったり、急いでいるときでも、障害のある 

人が利用できるように障害者用駐車区画に停めないようにしている。また、 

点字ブロックの上には自転車やバイク等を停めないようにしている。 

 

６．インターネットのホームページや掲示板、ＳＮＳなど
　　に、根拠のないうわさや悪口、個人情報などを書き込
　　まないようにしている。 

 

 

 

 

 

７．高齢運転者マーク、身体障害者マーク、聴覚障害者マークをつけている 

車に対して、信号のない交差点では先を譲る、駐車場で手間取っていて 

もイライラせず待ってあげるなど思いやりを持って運転している。 

 

    高齢運転者マーク       身体障害者マーク     聴覚障害者マーク 

 

 

 

 

 

はい・いいえ 

はい・いいえ 

はい・いいえ 

はい・いいえ 

はい・いいえ 

はい・いいえ 

はい・いいえ 
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障第 0 3 0 1 0 0 0 1号
平成３１年３月１日

各障害児者福祉施設・事業所管理者 様

和歌山県福祉保健部
福祉保健政策局障害福祉課長

（ 公 印 省 略 ）

利用者の送迎時における交通事故防止の徹底について（通知）

平素より、障害福祉サービスの適正な運営について、格別のご尽力をいただき厚
くお礼申し上げます。
さて、利用者の送迎時において、他府県では交通死亡事故も発生しているところ

です。
各事業所における車両を使用した送迎業務は、障害福祉サービスの一環として日

々行われている日常的業務であるとともに、その安全は常に確保されていなければ
ならない重要な業務です。
つきましては、交通事故が利用者の生命に係わる重大な問題であることを強く認

識いただき、送迎時の車両の使用に当たっては、下記の点に留意の上、改めて事業
所内での安全運転への意識高揚と利用者が乗車中の適切な支援体制を図るようお願
いします。

記

１ 送迎時の行程に危険な箇所がないかを情報共有するとともに、乗車前に運転者
の健康状況、体調等を必ず確認し、適任者に運転させること。

２ 可能な限り複数の職員を同乗させるなど、車内の安全確保のため利用者乗車中
の体制を再検討し、強化を図ること。

３ 車両について、使用前の日常点検の実施など安全管理を徹底すること。

４ 運転者や運転の開始・終了時間などを把握するため、運転日誌を整備すること。

５ 道路交通法等関係法令を遵守し、交通安全に努めるよう従業者に対する安全教
育を行うこと。

６ 利用者を含め同乗者のシートベルト着用を徹底するなど、交通法規を遵守する
こと。

７ 車椅子の車両への適切な装着方法を従業者に周知するとともに、確実な実施に
ついて徹底すること。

８ 送迎時における利用者の乗降場所は安全な場所を選定すること。

＜担当＞ 障害福祉課施設福祉班
＜問合せ先＞ ０７３－４４１－２５３７
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障 第 02270004 号
平成３１年２月２７日

指定障害福祉サービス事業者等 代表者 様
（指定障害福祉サービス事業者、障害者支援施設、障害児通所支援事業者、障害児入所支援事業者）

和歌山県福祉保健部長
（公印省略）

障害者等に対する県の施設使用料金減免要領の一部改正について（通知）

平素は、本県の障害福祉行政に多大な御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
さて、本県では障害者の社会参加を促進し、福祉の増進に寄与することを目的に標記

要領を定めているところですが、このたび、別添のとおり一部改正しましたのでお知ら
せします。
つきましては、減免対象施設を使用される場合は、下記により和歌山県障害福祉課あ

て、事前の登録申請を行ってくださいますよう御案内いたします。
なお、登録証の交付までに日数を要しますので、事前の登録申請につきましては、期

日に余裕を持って行ってください。登録申請は、本通知到着後、随時受付いたします。
御不明な点がございましたら、事務担当あてお問い合わせください。

１ 改正内容
障害者団体の定義を見直し、障害者団体の減免手続きについて、事前登録を行う

よう改正する。
２ 減免要領改正日

平成３１年４月１日

記

申請書類 和歌山県施設使用料金減免登録申請書（別記様式第 1号）

添付書類 １．団体の『定款、規約、会則』
２．『活動実績が確認できる書類』
（障害福祉サービス事業所等の場合は、指令書の写しも添付してください）

※必要に応じて、障害者手帳所持状況等を確認いたします。

提出先 〒 640-8585 和歌山市小松原通１－１

和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課 在宅福祉班
※期日に余裕を持って申請してください。

登録証交付 審査の結果、適当と認める団体あてに登録証を郵送します。

【事務担当】

福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課
在宅福祉班 中島

TEL：073-441-2533 FAX：073-432-5567

E-mail:nakashima_y0001@pref.wakayama.lg.jp
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改正後全文 

障害者等に対する県の施設使用料金減免要領 

 

 （目的） 

第１条 この要領は、障害者等が県の施設を利用する場合において、当該施設

の使用料を減免することにより、障害者の社会参加を促進し、福祉の増進に

寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要領において「障害者」とは、次に掲げる者をいう。 

（１） 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定によ

り身体障害者手帳の交付を受けている者（以下「身体障害者」という。） 

（２） 療育手帳制度要網（「療育手帳制度について」（昭和４８年厚生省発児

第１５６号）により定められたものをいう。）の規定により療育手帳の

交付を受けている者（以下「知的障害者」という。） 

（３） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３

号）第４５条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている

者（以下「精神障害者」という。） 

２ この要領において「介護者」とは、前項に定める障害者に同伴して介護す

る次に掲げる者（障害者１人につき１人に限る。）をいう。 

（１） 身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種と記入さ

れている身体障害者の介護者 

（２） 知的障害者の介護者 

（３） 精神障害者保健福祉手帳に記入されている障害等級が１級である精神

障害者の介護者 

３ この要領において「障害者団体」とは、次に掲げる団体のうち、県に事前

に登録された団体をいう。 

（１） 障害者若しくは発達障害者支援法（平成１６年法律第１６７号）第２

条第２項に規定する発達障害者（以下「発達障害者」という。）又は障

害者及び発達障害者の支援を行う者を主な構成員とし、障害者及び発達

障害者の福祉の増進のために活動している団体。 

（２） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第５条に規定する障害福祉サービス事業を行う事

業所、障害者支援施設、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の

２の２に規定する障害児通所支援事業を行う事業所、同法第７条に規定

する障害児入所支援を行う施設（以下「事業所等」という。）。 

（３） 障害者及び発達障害者並びにその家族が構成員の半数以上を占め、障

害者及び発達障害者の福祉の増進のために活動している団体。 

 

（減免対象施設及び減免内容） 

第３条 障害者及び障害者団体が、次表に掲げる施設を利用する場合には、和

歌山県使用料及び手数料条例（昭和２２年和歌山県条例第２８号）で定める
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使用料（以下「使用料」という。）について、下記左欄の各号に掲げる施設の

区分に応じ、右欄に定める額を減免するものとする。 

減免の対象となる施設 減免の内容 

（１） 近代美術館  

（２） 博物館 

入場料及び駐車場使用料の全額 

（３） 紀伊風土記の丘資料館 

（４） 自然博物館 

入場料の全額 

（５） 海浜公園 駐車場使用料の２分の１の額（当該額

に１０円未満の端数が生じたときは、

これを切り上げるものとする。） 

（６） 図書館文化情報センター

（メディア・アート・ホール及び

講義・研修室） 

（７) わかやま館（会議室、サロ

ン及び展示ホール） 

使用料の２分の１の額（当該額に１０

円未満の端数が生じたときは、これを

切り上げるものとする。） 

２  介護者が、障害者の介護のために前項第１号から第５号までに揚げる施設

を利用する場合には、入場料及び駐車場使用料の全額を免除するものとする。 

３ 第１項第６号及び第７号の使用料の減免については、障害者団体の申請に

限る。 

 

（減免手続） 

第４条 障害者及び介護者が前条に掲げる施設を 利用しようとする場合には、

当該施設の長に当該障害者の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健

福祉手帳を提示し、使用料の減免を申請するものとする。 

２ 障害者団体は、前条に掲げる施設を利用しようとする場合は、あらかじめ県に登

録申請し、県から交付された登録証を提示して、使用料の減免を申請するものとす

る。 

（１） 申請は、和歌山県施設使用料金減免団体登録申請書（様式第1号）に

必要書類を添えて県障害福祉課に提出するものとする。 

（２） 県障害福祉課は、登録を適当と認めるときは和歌山県施設使用料金減

免団体登録証（様式第2号）（以下「登録証」という。）を当該団体に

交付する。なお、県障害福祉課は、当該団体が第２条第３項第１号及び

第３号に該当する団体かを審査するにあたり必要があると認めるとき

は、当該団体構成員の障害者の手帳所持状況等について確認を行うもの

とする。 

（３） 障害者団体は、登録事項に変更が生じたときは、和歌山県施設使用料

金減免団体登録変更届（様式第3号）により、速やかに県障害福祉課に

届け出なければならない。また、登録証を紛失したとき又は登録を辞退

しようとするときは、書面により県障害福祉課に申し出ること。 

（４） 障害者団体が虚偽の申請により登録証の交付を受けた場合又は不正な

使用をしたと認めるときは、県障害福祉課は当該登録を取り消すものと

する。なお、当該取消から５年を経過しない間は、当該団体については
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登録を認めない。 

 

第５条 第３条に規定する施設の長は、前条の規定による申請があった場合は、

その内容を審査し、適当と認めたときは使用料を減免するものとし、入場券

又は領収書等に減免適用と明記するものとする。 

 

附 則 

 この要領は、昭和５９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成６年１１月３日から施行する。 

    附 則                                   

  この要領は、平成７年１月２１日から施行する。 

    附 則                                   

  この要領は、平成７年１１月１日から施行する。 

    附 則                                   

  この要領は、平成９年４月１日から施行する。 

    附 則                                   

  この要領は、平成９年７月２２日から施行する。 

    附 則                                   

  この要領は、平成１０年１２月２日から施行する。  

    附 則                                   

  この要領は、平成１１年４月１日から施行する。 

    附 則                                   

  この要領は、平成１１年５月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成１１年９月１３日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成１３年４月１日から施行する。 

      附 則 

 この要領は、平成１５年４月１日から施行する。 

      附 則 

 この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

      附 則 

  この要領は、平成１７年４月１日から施行する。 

      附 則                                      

  この要領は、平成１７年７月１０日から施行する。   

      附 則                                     

  この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

      附 則                                  

  この要領は、平成１８年６月１日から施行する。 

      附 則                                  

  この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 
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      附 則                                  

  この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

      附 則                                  

  この要領は、平成２９年３月１日から施行する。 

      附 則                                  

  この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則                                  

  この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 
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別記様式第１号（第４条関係）

年 月 日

申請者

印

記

（事業所番号※　　　　　　　）

年 月 日

団体の構成員数（1+2) 人

１　事業所等の利用者数 人

２　事業所等の従業者数 人

団体の構成員数（3+4+5+6) 人

３　障害者手帳所持者数 人

うち身体障害者 人

うち知的障害者 人

うち精神障害者 人

４　手帳を所持しない発達障害者数 人

５　障害者の家族 人

６　その他数 人

■団体の定款、規約、会則等を添付してください。

■事業所等の場合は、指定指令書の写しを添付してください。

■活動実績が確認できる書類を添付してください。

■登録可否の審査において､構成員の障害者手帳所持の状況等について確認することがあります｡

内

訳

事

業

所

以

外

の

団

体

の

記

入

欄

※障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、障害児通所支援事業所、障害児入所施設、児童発達支援セ

ンターにあっては、事業所番号（１０桁）、利用定員数及び従業者数を記載してください。

団 体 名

氏名
ふりがな

住所

内

訳

事

業

所

等

の

記

入

欄

和歌山県施設使用料金減免団体登録申請書

電話番号

設立年月日

代表者

ＦＡＸ

活 動 内 容

連絡先
電話

氏名

活 動 目 的

主な活動の場所

所在地

名　称

代表者

　障害者等に対する県の施設使用料金減免要領第４条第２項の規定にする登録を行いたいので、

下記のとおり、関係書類を添えて申請します。

ふ り が な
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別記様式第２号（第４条関係）

年 月 日

和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課長

記

年 月 日

団体の構成員数（1+2) 人

１　事業所等の利用者数 人

２　事業所等の従業者数 人

団体の構成員数（3+4+5+6) 人

３　障害者手帳所持者数 人

うち身体障害者 人

うち知的障害者 人

うち精神障害者 人

４　手帳を所持しない発達障害者数 人

５　障害者の家族（※） 人

６　その他数　（※） 人

■登録証記載事項又は定款、規約、会則等に変更があったときは、速やかに届け出てください。

■登録証を紛失したとき又は登録を辞退するときは、書面により申し出てください。

■虚偽の申請による登録その他不正な使用をしたときは、登録を取り消します。

事

業

所

以

外

の

団

体

の

記

入

欄

内

訳

氏名

設 立 年 月 日

代表者
氏名
ふりがな

住所

事

業

所

等

の

記

入

欄

内

訳

　※障害福祉サービス事業所等の場合、減免の対象となるのは、利用者である｢1｣と｢2｣のみです。

　※上記内訳のうち、｢5｣及び｢6｣の減免の対象となる数は、｢3｣及び｢4｣の総数の範囲内です。

■減免の対象となる施設を使用する前にこの登録証を提示してください。（提示がないと減免できません。）

和歌山県施設使用料金減免団体登録証

　下記団体を障害者等に対する県の施設使用料金減免要領第４条第２項の規定により登録します。

ふ り が な

電話番号

ＦＡＸ

所 在 地

登録番号

主な活動の場所

活 動 目 的

活 動 内 容

連絡先
電話

団 体 名
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別記様式第３号（第４条関係）

年 月 日

所在地

名　称

代表者 印

次のとおり登録事項を変更したので届け出ます。

1 団体名 （変更前）

2 所在地

3 代表者の氏名及び住所

4 主な活動の場所

5 活動目的

6 活動内容 （変更後）

7 連絡先の電話、FAX

8 連絡先の氏名

9 定款、規約、会則等

10 団体の構成員数

年 月 日

■該当項目番号に○を付けて、右欄に変更前と変更後の事項及び変更年月日を記載して

　ください。

■定款、規約、会則等を変更したときは、変更後のものを添付してください。

■構成員数を変更したときは、構成員の障害者手帳所持の状況等について確認することがあ

　ります。

和歌山県施設使用料金減免団体登録変更届出書

登録番号

変更があった事項 変更の内容

変更年月日

- 152 -



障 第 02270005 号
平成３１年２月２７日

指定障害福祉サービス事業者等 代表者 様
（指定障害福祉サービス事業者、障害者支援施設、障害児通所支援事業者、障害児入所支援事業者）

和歌山県福祉保健部
福祉保健政策局障害福祉課長

（公印省略）

障害者等に対する県の施設使用料金減免要領にかかる会議室等の使用料金減
免承認のためのガイドラインの一部改正について（通知）

平素は、本県の障害福祉行政に多大な御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
さて、本県では障害者の社会参加を促進し、福祉の増進に寄与することを目的に標記

ガイドラインを定めているところですが、このたび、別添のとおり一部改正しましたの
でお知らせします。
つきましては、減免対象施設を使用される場合は、下記により和歌山県障害福祉課あ

て、事前の登録申請を行ってくださいますよう御案内いたします。
なお、登録証の交付までに日数を要しますので、事前の登録申請につきましては、期

日に余裕を持って行ってください。登録申請は、本通知到着後、随時受付いたします。
御不明な点がございましたら、事務担当あてお問い合わせください。

１ 改正内容
障害者団体の定義を見直し、障害者団体の減免手続きについて、事前登録を行う

よう改正する。
２ 施行日

平成３１年４月１日

記

申請書類 和歌山県施設使用料金減免登録申請書（要領別記様式第 1号）

添付書類 １．団体の『定款、規約、会則』
２．『活動実績が確認できる書類』
（障害福祉サービス事業所等の場合は、指令書の写しも添付してください）

※必要に応じて、障害者手帳所持状況等を確認いたします。

提出先 〒 640-8585 和歌山市小松原通１－１
和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課 在宅福祉班

※期日に余裕を持って申請してください。

登録証交付 審査の結果、適当と認める団体あてに登録証を郵送します。

【事務担当】

福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課
在宅福祉班 中島

TEL：073-441-2533 FAX：073-432-5567

E-mail:nakashima_y0001@pref.wakayama.lg.jp

- 153 -



                                      改正後全文 

障害者等に対する県の施設使用料金減免要領に係る使用料金減免承認のための 

ガイドライン 
 

１ 目的 

このガイドラインは、「障害者等に対する県の施設使用料金減免要領」（以下「要領」と

いう。）に基づき使用料の減免を承認するときの各施設における承認基準を示すものである。 
 

２ 減免を適用する範囲 

（１） 要領第３条第３項に規定する減免については、施設の使用目的が、「障害者及び発

達障害者の社会参加を促進し、福祉の増進に寄与する」ものであること。 
 

（２） 施設を使用して開催する催し等が入場料を徴して行う場合は、減免対象としない。 

また、収益のあがるバザー等を開催する場合は、その収益の使途を明らかにしなけ

ればならない。 
 

（３） 障害者団体の駐車場使用料減免については、障害者が運転又は同乗しない場合は、減

免対象としない。 

  
 

 （４）  要領第２条第３項第１号及び第３号に規定する障害者団体が要領第３条第１項表中（１）

から（４）までに規定する施設を使用する場合において、減免の対象となる障害者及

び発達障害者でない団体の構成員の数は、当該団体の構成員として来場する障害者及

び発達障害者の総数の範囲内とする。 
 

 （５）  要領第２条第３項第２号に規定する障害者団体が要領第３条第１項表中（１）から

（４）までに規定する施設を使用する場合、当該事業所等の従業者及び利用者を減免

対象とする。 
 

３ 経費負担者 

要領第３条第３項に規定する申請を行う障害者団体は、減免後の使用料を全て負担しなけ

ればならない。 
 

４ 申請手続 

要領第３条第３項に規定する減免を受けようとするときは、登録証を提示し、当該施設の

使用目的、開催する催しの内容等を明示する書類を提出して減免を申請するものとする。 
 

         附 則 
     このガイドラインは、平成１２年４月１日から施行する。 
           附 則 
     このガイドラインは、平成１７年７月１０日から施行する。 
           附 則 
     このガイドラインは、平成２９年３月１日から施行する。 

         附 則 
     このガイドラインは、平成３１年４月１日から施行する。 
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事 務 連 絡 

平成 30年 12月 20日 

   都道府県   

各    

指定都市    

    

 

 

 

 

「医療的ケアが必要な子どもと家族が、安心して心地良く暮らすために 

―医療的ケア児と家族を支えるサービスの取組紹介―」の公表について（情報提供） 

 

厚生労働省では、このたび、医療的ケアが必要な子どもと家族を支える取組について、

報告書に取りまとめましたので、公表します。 
 

現在、身体に気管切開部がある、人工呼吸器を装着しているなど日常生活を送る上で医

療的なケアを必要とする子どもが増加しています。 

今回の調査は、子どもとケアを担う家族を支える障害福祉サービス等を実施する３つの

法人を対象として実施しました。報告書では、サービス内容、子どもと家族がサービスを

利用して生活する事例、家族と小児看護師のインタビューを紹介しています。 
 

 
１．障害児通所支援－自宅と学校以外で遊び、活動する場 

➣同年代の友達との交流で子どもの世界が広がり、看護師が同行し積極的に外出 
 
 ２．訪問支援－自宅で安心して過ごすための居宅介護、訪問看護 

  ➣入浴介助など日常を過ごすための支援を通じて、子どもと家族の生活を支える 
 
 ３．相談支援－障害福祉等のサービスを利用するために計画を作成 

➣保護者、児童発達支援管理責任者、看護師、保育士でアセスメントを実施 
 
 ４．クラウドソーシング－医療的ケア児の親が就業する仕組み 

  ➣ケア児の親たちが時間と場所の制約を受けずに仕事し、報酬を得る新たな取組 
 

都道府県におかれましては、管内市町村及び関係機関への情報提供をお願いいたします。 

 

【添付資料】 

厚生労働の現場から－「医療的ケアが必要な子どもと家族が、安心して心地よく暮らすため
に－医療的ケア児と家族を支えるサービスの取組紹介－」（報告書概要・全文） 
【報告書URL】 

https://www.mhlw.go.jp/iken/after-service-2018.12.19.html 

 

 

 

            
障 害 福 祉 担 当 部 （ 局 ） 御 中 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

障害児・発達障害者支援室 

（問い合わせ先） 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

障害児・発達障害者支援室障害児支援係 

TEL：０３－５２５３－１１１１（内線：３０３８） 

                   当新 卓也 

【取組のポイント】 
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医療的ケアが必要な子どもと家族が、安心して心地よく暮らすために
－医療的ケア児と家族を支えるサービスの取組紹介－

厚生労働省政策統括官付政策評価官室 アフターサービス推進室

医療的ケア児の現状

【医療的なケアを必要とする状態】
・身体に気管切開部がある
・痰の吸引が欠かせない
・人工呼吸器を装着している
・在宅酸素療法を受けている
・胃や腸などから経管栄養を受けている など

【医療的ケア児とは】
○ 生きる上で医療的なケアと医療機器を必要としながら日常生活を送る子ども
○ NICU(新生児集中治療室)から退院後の生活場所として、自宅または医療型障害児

入所施設などの重症心身障害児施設で過ごすことが多い
○ 対象児童数は約1.8万人(平成28年)と推計され、10年間で約２倍となっている

【支援体制の課題】
■日中を過ごす通いの場が不足

■家族が24時間看護を担い心身が疲労

■医療的ケアの対応体制(看護師・教職員)が不足

【医療的ケア児数】

○ 施設で療育、活動を行う障害児通所支援
・児童発達支援 ・放課後等デイサービス 等

○ 訪問看護師やヘルパーが自宅に来る訪問支援
・居宅介護 ・訪問看護 ・訪問診療 等

○ 障害福祉等のサービス利用等を計画する相談支援
・計画相談支援 ・障害児相談支援

医療的ケア児が利用できるサービス例

上記のサービス等を実施している３法人と自治体の取組を調査

一般社団法人 Burano(ブラーノ)〔茨城県古河市〕
社会福祉法人 フラット〔千葉県白井市〕
認定NPO法人 NEXTEP(ネクステップ)〔熊本県合志市〕

調査先の概要 利用事例、
ケア児の親・
小児看護師の
インタビュー
を掲載

１．障害児通所支援(３法人)
ｰ自宅と学校以外で遊び、活動する場ｰ

２．訪問支援（ネクステップ）
ｰ自宅で過ごすための支援ｰ

３．相談支援(フラット・ネクステップ)
ｰサービス等を利用するための手続きｰ

４．クラウドソーシング(ブラーノ)
ｰ医療的ケア児の親が就業する仕組みｰ

【内容】
・同年代の友達との交流
・療育を取り入れたリハビリ

【特徴】
・医療的ケアに対応できる看護師を常勤雇用
・看護師が同行し、子どもが積極的に外出
・友達、職員とのふれあいを丁寧にサポート

＜保護者の声＞
・子どもの世界
が広がった
・利用日は目が
輝いている

【内容】
・居宅介護ｰ入浴介助、通院の付添など
・訪問看護ｰ医療機器の管理、保清ケア、

リハビリ指導、日常生活の相談など

【特徴】
・ケア児ときょうだい児の身支度をサポート
・24時間のオンコール体制で日常を支える

【内容】
・ケア児と家族のニーズに応じて障害福

祉と医療を踏まえた利用計画を策定

【特徴】
・訪問看護師が計画策定(ネクステップ)
・保護者、児童発達支援管理責任者、看

護師、保育士がアセスメント(フラット)

【内容】
・PCで受注実施する登録・歩合制の業務

【特徴】
・医療的ケア児の親たちが時間と場所の

制約を受けずに仕事ができる
・子どもを通所支援施設(1階)に預け、

親が作業スペース(2階)で働く

【児童発達支援、放課後等デイサービスの活動】 【訪問支援のケア、活動の様子】 【重症心身障害者(18歳以上)の事例を紹介】 【2階ではきょうだい児が遊ぶ】

○家族の病気、用務の時
→ 子どもを施設に数日

間預ける短期入所

○ 家族の社会的孤立を
防ぐ就業の機会

→ クラウドソーシング

家族への支援例

調査の結果

平成29年度厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業「医療的ケア児に対する

実態調査と医療・福祉・保健・教育等の連携に関する研究（田村班）報告」
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厚生労働省ホームページ

医ケア児とその家族に対する支援策について

「厚生労働省のHPに、医ケア児とその家族に対する支援策について、省内関係部局、
他省庁の施策等を横断的に紹介するページを開設し、情報発信。

【掲載情報】
医療的ケア児に関する以下の情報がご覧になれます。
○ 関係省庁及び自治体等の施策情報
○ 担当者会議（資料、動画）
○ 調査研究報告書 等

医療的ケア児
等に対する支
援制度を厚生
労働省、文部
科学省の関
係部局で連携
してマップとし
てまとめたも

の

（掲載場所）
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 障害者福祉 > 
医療的ケア児等とその家族に対する支援施策

関
連
資
料
３
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